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十
二
月
六
日
議
決
案
件

自

由

民

主

党

学
校
施
設
の
天
井
吹
き
つ
け

材
に
関
す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有

再
調
査
の
結
果
、
六
校
の
体
育

館
で
ア
ス
ベ
ス
ト
が
確
認
さ
れ
、

そ
の
後
の
空
気
環
境
測
定
の
結

果
、
二
校
の
体
育
館
で
天
井
吹

き
つ
け
材
の
剥
離
剥
落
の
可
能

性
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
二
校

は
今
年
度
に
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去

工
事
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
残
る
四
校
は
現
時
点
で

剥
離
剥
落
の
可
能
性
が
な
い
と

の
こ
と
で
、
来
年
度
に
工
事
予

定
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
校

に
つ
い
て
現
場
確
認
時
に
見
逃

し
が
あ
り
、
他
の
修
繕
工
事
の

際
に
一
部
剥
離
跡
を
確
認
し
た

と
の
こ
と
。
子
供
の
安
全
安
心

を
考
え
る
と
一
刻
も
早
い
解
決

が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で

あ
り
、
当
該
議
案
に
は
賛
成
す

る
が
、
当
局
の
確
認
ミ
ス
に
よ

り
市
民
に
不
安
を
与
え
た
こ
と
、

ま
た
、
工
事
に
関
し
本
来
入
札

が
必
要
な
と
こ
ろ
を
緊
急
を
要

す
る
た
め
随
意
契
約
と
い
う
手

法
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
こ
と
な
ど
、
多
大
な
問
題
が

発
生
し
た
。
今
後
こ
の
よ
う
な

こ
と
の
な
い
よ
う
強
く
要
求
す

る
。
ま
た
、
工
事
に
関
し
学
校

行
事
に
は
支
障
の
出
な
い
よ
う

取
り
組
ん
で
頂
き
た
い
。

十
二
月
二
十
日
議
決
案
件

日

本

共

産

党

議
案
第
九
十
一
号
、
九
十
二

号
、
九
十
三
号
、
及
び
百
十
一

号
の
四
議
案
に
つ
い
て
は
反
対
、

他
は
賛
成
す
る
も
の
。
市
役
所

組
織
機
構
再
編
で
は
経
済
部
を

な
く
し
、
経
済
、
観
光
、
ス
ポ

ー
ツ
を
集
約
す
る
都
市
魅
力
産

業
ス
ポ
ー
ツ
部
の
提
案
は
地
域

経
済
の
特
性
や
歴
史
、
今
後
の

総
合
的
な
発
展
の
展
望
を
見
出

す
に
は
問
題
が
あ
り
反
対
。
時

間
外
勤
務
の
上
限
を
規
定
す
る

こ
と
は
意
味
が
あ
る
が
、
国
会

で
月
八
十
時
間
の
過
労
死
ラ
イ

ン
を
超
え
る
問
題
が
指
摘
さ
れ

な
が
ら
、本
市
の
例
外
的
業
務
に

お
い
て
の
月
百
時
間
未
満
等
の

提
案
は
、
働
く
者
の
健
康
と
労

働
諸
条
件
か
ら
も
問
題
で
あ
り

反
対
。
東
大
阪
市
第
三
次
総
合

計
画
基
本
構
想
は
計
画
の
骨
組

み
や
重
点
施
策
の
方
向
に
は
賛

同
で
き
る
点
も
あ
る
が
、
い
か

に
人
口
減
少
に
歯
ど
め
を
か
け
、

ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
る
か
等
、

よ
り
具
体
性
が
必
要
で
あ
る
。

構
想
案
で
は
二
〇
三
〇
年
の
人

口
を
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
推
計
の
約

四
十
五
万
人
か
ら
四
十
八
万
人

と
引
き
上
げ
、
若
者
、
子
育
て

世
代
の
定
住
促
進
や
出
生
率
の

向
上
に
取
り
組
む
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
子
ど
も
医
療
費
助
成

制
度
や
少
人
数
学
級
の
拡
充
に

は
消
極
的
で
、
現
状
を
打
開
す

る
主
体
的
な
姿
勢
は
見
ら
れ
な

い
。
ま
た
、
地
域
別
計
画
を
廃

止
し
、
地
域
住
民
が
主
体
的
に

課
題
解
決
に
取
り
組
め
る
仕
組

み
づ
く
り
を
進
め
る
と
し
て
い

る
が
、
中
身
が
抽
象
的
で
あ
り
、

来
年
度
か
ら
の
公
民
連
携
協
働

室
の
役
割
も
不
明
確
で
あ
る
こ

と
か
ら
賛
同
で
き
な
い
。

新

社

会

党

東
大
阪
市
第
三
次
総
合
計
画

基
本
構
想
に
つ
い
て
は
反
対
。

現
在
五
十
万
都
市
で
あ
る
本
市

の
十
年
後
の
人
口
を
し
っ
か
り

と
検
証
も
せ
ず
、
政
府
研
究
機

関
の
示
す
四
十
五
万
人
へ
減
少

す
る
と
い
う
こ
と
を
既
成
事
実

と
し
て
と
ら
え
、
四
十
八
万
人

を
目
指
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
十
年
先
に
向
け
た
都
市

間
レ
ー
ス
の
ス
タ
ー
ト
時
点
で

白
旗
を
掲
げ
て
早
々
と
敗
北
宣

言
を
し
た
に
等
し
い
。
ま
た
、

府
下
平
均
で
七
割
の
市
民
が
現

在
の
市
町
村
に
住
み
続
け
た
い

と
答
え
る
中
、
本
市
は
五
割
を

割
っ
て
い
ま
す
と
他
人
事
の
よ

う
に
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
原

因
を
し
っ
か
り
と
解
析
も
せ
ず
、

総
花
的
な
施
策
の
羅
列
で
、「
大

阪
に
住
む
な
ら
東
大
阪
」
と
胸

を
張
っ
て
言
え
る
の
か
。「
大
阪

に
住
む
な
ら
東
大
阪
」
と
ス
ロ

ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
な
ら
、
明
石

市
が
保
育
や
子
育
て
等
に
力
を

入
れ
、
人
口
増
を
実
現
し
て
き

た
よ
う
に
、
府
下
一
の
施
策
を

展
開
し
、
本
市
に
人
口
が
流
入

す
る
ほ
ど
の
魅
力
あ
る
ま
ち
づ

く
り
を
構
想
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
ま
た
、
十
年
後
に
予
定
さ
れ

て
い
る
モ
ノ
レ
ー
ル
南
伸
に
伴

い
、
新
駅
に
は
「
東
大
阪
市
」

の
名
を
冠
す
る
べ
き
と
の
議
会

で
の
議
論
も
反
映
さ
れ
て
い
な

い
。
文
書
構
成
も
ず
さ
ん
で
、
現

場
か
ら
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
意

気
込
み
も
息
吹
も
感
じ
ら
れ

ず
、
十
年
後
に
向
け
た
ス
タ
ー

ト
時
点
で
早
々
と
白
旗
を
上
げ

る
か
の
よ
う
な
基
本
構
想
に
は
、

議
員
の
矜
持
を
か
け
て
反
対
す

る
。

市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費

用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
の
提
案
説
明

大

阪

維

新

の

会

議
員
報
酬
に
つ
い
て
、
現
行

の
議
長
の
八
十
万
円
を
六
十
四

万
円
へ
、
副
議
長
の
七
十
四
万

円
を
五
十
九
万
二
千
円
へ
、
議

会
議
員
の
七
十
万
円
を
五
十
六

万
円
へ
、
一
律
二
十
％
の
減
額

を
提
案
す
る
。
市
長
等
の
給
与

は
平
成
二
十
五
年
に
約
十
％
減

額
さ
れ
た
一
方
で
、
議
員
報
酬

は
二
年
間
の
時
限
措
置
を
除
き

平
成
八
年
か
ら
一
度
も
見
直
さ

れ
て
い
な
い
。
市
長
等
の
給
与

の
減
額
は
東
大
阪
市
特
別
職
の

議
員
報
酬
等
審
議
会
の
答
申
を

受
け
た
も
の
で
、
五
つ
の
考
慮

す
べ
き
要
素
を
基
本
と
し
て
厳

正
か
つ
公
正
な
審
議
が
行
わ
れ

た
。
我
々
は
当
該
審
議
会
で
の

審
議
内
容
を
精
査
し
、
審
議
会

が
考
慮
し
た
事
項
の
う
ち
、
社

会
経
済
情
勢
の
変
動
と
し
て
、

平
成
九
年
度
か
ら
平
成
三
十
年

度
ま
で
の
間
、
約
十
八
％
減
少

し
た
市
民
税
収
入
状
況
、
及
び

約
二
十
九
％
減
少
し
た
事
業
者

数
、
一
般
職
職
員
の
給
与
改
定

の
状
況
と
し
て
、
年
齢
構
成
は

あ
る
も
の
の
平
成
八
年
度
か
ら

平
成
三
十
年
度
ま
で
の
間
、
平

均
給
料
月
額
約
十
一
％
の
減
少
、

本
市
の
財
政
状
況
と
し
て
、
平

成
九
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度

ま
で
の
間
、
約
十
七
％
減
少
し

た
市
税
収
入
、
約
四
十
％
増
加

し
た
地
方
債
残
高
、
約
二
・
二

倍
に
膨
れ
上
が
っ
た
民
生
費
、

約
十
九
％
減
少
し
た
土
木
費
、

及
び
政
令
指
定
都
市
を
除
く
全

国
の
市
町
村
で
も
最
も
高
い
本

市
の
議
員
報
酬
等
を
調
査
・
分

析
し
、
適
正
な
報
酬
水
準
に
つ

い
て
考
察
し
た
結
果
で
あ
る
。

大
阪
維
新
の
会
東
大
阪
市
議
団

は
議
員
報
酬
の
一
律
二
十
％
削

減
を
恒
久
措
置
と
し
て
実
施
す

べ
き
と
の
結
論
に
至
っ
た
。

日

本

共

産

党

削
減
の
理
由
と
し
て
、
議
員

報
酬
等
審
議
会
が
考
慮
し
た
五

項
目
の
う
ち
社
会
情
勢
の
変
動
、

市
の
財
政
状
況
、
職
員
給
与
改

定
の
三
項
目
し
か
考
察
さ
れ
て

い
な
い
。
市
民
税
収
入
や
市
税

収
入
、
地
方
債
残
高
、
民
生
費
、

土
木
費
で
の
比
較
や
職
員
の
平

均
給
与
月
額
で
考
察
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
、
報
酬
等
審
議
会
が

考
慮
し
た
項
目
を
全
面
的
に
考

察
さ
れ
た
も
の
と
は
到
底
言
え

な
い
。
限
ら
れ
た
数
字
だ
け
を

根
拠
に
し
た
報
酬
の
二
十
％
削

減
は
納
得
で
き
な
い
。
議
員
の

報
酬
は
報
酬
等
審
議
会
が
考
慮

さ
れ
て
い
る
職
責
や
職
務
の
重

要
性
も
含
め
、
総
合
的
に
判
断

す
べ
き
で
あ
る
。
東
大
阪
市
議

会
は
国
保
の
介
護
保
険
料
の
過

徴
収
問
題
で
も
議
会
が
中
心
に

な
っ
て
調
査
し
、
市
民
に
全
額

返
還
し
た
こ
と
を
初
め
、
国
保

料
の
値
下
げ
や
子
ど
も
安
全
パ

ト
ロ
ー
ル
の
継
続
、
出
産
育
児

一
時
金
を
全
国
に
先
駆
け
て
委

任
払
い
を
導
入
す
る
な
ど
、
議

会
の
権
限
・
権
能
を
生
か
し
て

市
民
生
活
の
向
上
へ
取
り
組
ん

で
き
た
。
報
酬
に
見
合
う
だ
け

の
仕
事
を
議
員
各
人
が
自
覚
し

て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
そ
の
上
で
議
員
の
仕
事

に
対
す
る
報
酬
は
い
く
ら
が
妥

当
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
報
酬

等
審
議
会
で
総
合
的
に
判
断
し

て
も
ら
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、

反
対
す
る
。

（２）第２０４号東 大 阪 市 議 会 だ よ り令和２年２月１５日


